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電気通信事業法における消費者保護ルール

 電気通信サービスの料金の事前規制の原則廃止に伴い、2003年に消費者保護ルールを整備。
 サービスの多様化・複雑化を背景にして増加した苦情相談への対応や、消費者トラブルの防止のため、2015年以降

累次にわたり消費者保護ルールを強化するとともに、事業者の取組状況についてモニタリングを実施。
 2022年には、電話勧誘時の説明義務の厳格化、禁止行為規制の拡充（遅滞なく解約できるようにするための適切な措置を         

講じないことの禁止、解約時に請求できる金額の制限）を実施。

契 約 時

提供条件の説明義務 電話で意思表示をする
場合は、利用者が求めない限り
書面交付が必要

不実告知等の禁止

ウソ
事実を告げない

×

契約書面の交付義務

×
勧誘継続行為の禁止

断ったにも関わら
ず、執拗な勧誘

× ×

契 約 後

販売代理店に対する指導等の措置義務

苦情等の処理義務

トラブル苦情・相談

初期契約解除制度
事業者の合意なし
に解約可能

…

・名称
・料金
・内容

×

自己の名称等を
告げない勧誘の禁止

×
冒頭に会社名や勧誘
目的であることを告

げない勧誘

×

事前届出
定期報告

※「＊」記載のルールについて、法人契約（法人その他の団体である利用者とその営業（事業）のために又はその営業（事業）として締結する契約等）は、適用除外。

解 約 時

解約時に請求できる金額の制限

遅滞なく解約できるようにするための適切
な措置を講じないことの禁止

契約書面受領後
８日以内

月額利用料を超える違約金の請求
契約期間満了後の工事費残債・撤去費の請求
契約解除手数料の請求 など

＜「適切な措置」の例＞
ウェブ解約、電話オペレータの十分な配置、解約予約

＊

＊

＊

＊

＊

＊
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 事業者の自由で多様な事業展開を可能とするため、料金等の事前規制を原則撤廃する一方で、電気通信サービスに関する苦情・相談

件数の急増※に対応するため、電気通信事業法を改正し、消費者保護ルールを整備 （２００４年４月施行）。

※ 当時は、電話料金の不正請求、携帯電話・ＰＨＳの違約金、ＡＤＳＬモデムの送付が問題になっていた。

平成１５年
（２００３年）

提供条件の説明義務 苦情等の処理義務

平成２７年
（２０１５年）

 料金プランやサービスの複雑化、不適切な勧誘活動の増加等を背景として、苦情・相談件数は４年間で約１．５倍に増加 （２００９～２０１３

年度）。「ＩＣＴサービス安心・安全研究会」の制度整備の提言（２０１４年１２月）を踏まえ、電気通信事業法を改正し、消費者保護ルールを

充実・強化 （２０１６年５月施行）。

契約書面の交付義務 初期契約解除制度

不実告知等の禁止 勧誘継続行為の禁止 代理店への指導等措置義務

事業の休廃止に関する周知義務

平成３０年
（２０１８年）

 利用者の利益に及ぼす影響が大きいサービス※が休廃止される場合に、事後届出制では、利用者周知が適切・十分でない場合の

事前の対応が困難であることに対処するため、電気通信事業法を改正し、消費者保護ルールを充実・強化（２０１９年５月２２日施行）。
※ 法改正時には、固定電話網のＩＰ網への移行等を背景に終了を予定しているNTT東西のINSネット（ディジタル通信モード）等に関する利用者周知の在り方が

問題になっていた。

業務の休廃止に関する事前届出制導入・周知義務の強化

説明義務の充実※

※利用者の知識、経験、契約目的に配意した説明（適合性の原則）を義務づけ

 販売代理店に対する行政の現状把握が不十分であること、モバイル・ＦＴＴＨ等の苦情・相談の割合が高い件数で推移していることに

対応するため、「消費者保護ルールの検証に関するＷＧ」、「モバイル市場の競争環境に関する研究会」が合同で取りまとめた緊急提言

（２０１９年１月）を踏まえ、電気通信事業法を改正し、消費者保護ルールを充実・強化 （２０１９年１０月１日施行）。

令和元年
（２０１９年）

販売代理店の届出制度の導入
自己の名称等を告げずに勧誘

する行為の禁止

電気通信事業法における消費者保護ルールの改正の経緯

利用者の利益の保護に支障を生じる
おそれがある行為（省令で規定※）の禁止

※ 令和４年（２０２２年）省令改正において、遅滞なく契約を解除できるようにするための適切な措置を講じないこと、期間拘束契約に係る違約金等の上限額を
超える請求をすることを禁止する旨を規定 （２０２２年７月施行） 。

令和４年
（２０２２年）  説明義務の更なる充実（省令改正）を図り、電話勧誘の際の説明書面の交付を義務づけ （２０２２年７月施行） 。

3



80,543 77,120 
68,679 68,482 71,276 64,932 

56,728 
49,323 52,428 

59,478 

10,125 
8,277 

7,339 8,406 8,306 
9,413 

12,120 

9,965 8,008 
6,928 

816 

1,509 2,060 
7,665 

6,420 
6,188 

7,691 5,340 3,042 

90,668 86,213 

77,527 
78,948 

87,247 
80,765 

75,036 
66,979 65,776 

69,448 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

PIO-NET 総務省（電話） 総務省（Web）

○ 2024年度にPIO-NET及び総務省で受け付けた苦情相談件数は69,448件。
○ 2015年度から10年間でおよそ20,000件（２割以上）減少している。一方で、依然として約７万件と

高い水準にある。

※１ PIO-NET登録分について、2015～2024年度は、各翌年度４月30日までに登録された件数。受付と登録には時間差があるため、件数は今後増減する可能性がある。
※２ PIO-NETにおける「電気通信サービスに係る苦情相談」とは、PIO-NET用の商品別分類「R81 電報・固定電話」、「R82 移動通信サービス」、「R84 インターネット通信サービス」のいずれかが

登録されたデータを指す。ただし、2021年度から分類体系の一部が変更され、「R84 インターネット通信サービス」の一部が集計の対象外となっている。また、2022年度からは、「T55 娯楽等情
報配信サービス」が登録されたデータのうち事務局で集計した携帯電話事業者が提供するサービスに係るデータを集計対象としている。

※３ 総務省受付分については速報値となる。また、2016年度以降の件数にはホームページでの受付分（2016年７月受付開始）を含む。

＜全国消費生活情報ネットワークシステム（PIO-NET）に寄せられた件数※１※２と
総務省における総受付件数※３ （電気通信消費者相談センター及び総合通信局等の受付件数）＞

今回の分析の対象

電気通信サービスに係る苦情相談総件数（年度別）（PIO-NET/総務省） 4



23.2%

23.1%

7.3%

2.7%

1.1%

FTTHサービス

MNOサービス

MVNOサービス

プロバイダサービス

ケーブルテレビインターネットサービス

※ 上記の他、その他固定系
※3

：16.8%、その他移動系
※4

：3.8%、その他
※5

：26.7%

○ 苦情相談が占める割合はFTTHサービスで23.2%となり、サービス種別としては最も高く、次いで
MNOサービス（23.1%）、MVNOサービス（7.3%）となっている。

○ 契約数に対する苦情相談件数の比率はFTTHサービスが最も高くなっている。

N=20,717  期間：2024.4～2025.3
※１:総務省 電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表（令和6年度第4四半期（3月末））より、引用。

2025年３月末時点の契約数。法人契約等も含まれるため、一般消費者からの通常の苦情相談の対象となるサービス範囲とは必ずしも一致しない。
CATVインターネットについては、通信速度下り 30Mbps以上のものに限る。

※２：FTTH回線と一体的に提供されるISPサービスが「プロバイダ」のみに計上されている可能性がある。
※３：「その他固定系」には、固定電話、ＩＰ電話、インターネットサイト（ex：知らぬ間にインターネット通販の有料会員になっていた）に関するもの等が含まれている。
※４：「その他移動系」には、提供事業者が不明の移動通信サービス等に関するものが含まれている。
※５:「その他」には、スマホアプリ、ＰＣの保守管理、総務省等を名乗る不審電話等に関するものが含まれている。

＜参考＞※1

契約数（2025.3末時点）

音声付等
2.7%

1億8,590万
（前年同期：1億8,317万）

4,099万
（前年同期：4,035万）

3,801万
（前年同期：3,445万）

４４５万
（前年同期：４５２万）

-

データ
4.6％

苦情相談分析（サービス・種類別） 5

【2024年度調査】



店舗（その他）

66.5%

店舗（ｷｬﾘｱｼｮｯ

ﾌﾟ） 11.4%

店舗（量販店）

10.0%

オンライン契約 4.0%

電話勧誘 3.8%
コールセンター 2.4%

電話勧誘

64.5%訪問販売

17.7%

店舗（その他）

5.7%

工事関連 5.0%

店舗（量販店） 3.0%

オンライン契約

1.9%
コールセンター 1.1%

ＭＮＯサービス
（１）苦情相談の要因となったチャネル又は応対場所等について

ＦＴＴＨサービス

（２）苦情相談の類型（主な「苦情相談の項目・観点」 (上位３つ））

Ｎ＝2,493
※不明、その他を除いて分析

Ｎ＝3,296
※不明、その他を除いて分析

苦情の約88％が
店舗で発生

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

勧められて新規契約又は事業者変更

通信料金の支払い（心当たりのない請求等）

解約の条件・方法

FTTH

MNO

（件）

苦情相談分析（チャネル・内容） 6

61.5%
21.1%

11.8%
25.7%

34.3%
22.0%

【2024年度調査】

【2024年度調査】



苦情相談分析（実際の苦情相談例）

１．通信料金の支払（心当たりのない請求等） ２５．7％
例）・携帯電話ショップでスマホを契約したが、不要なオプションをいくつもサブスク契約させられ、支払いが滞って強制解約になった。

・携帯電話サービスを解約したが請求が続いていた。問い合わせたところ、承諾した覚えがないオプション契約をしていたことが分かった。
・携帯電話料金が安くなると言われ契約したが、利用実態に沿わないプランであり、実際は高くなった。説明が間違っていたことが分かった。

２．解約の条件・方法 ２２．０％
例）・携帯電話サービスを以前に解約したが、オプションの会員特典が解約できておらず、料金を払い続けていたことが発覚した。

・解約の方法が分からず、解約するまで長時間かかった。解約手続を簡略化して欲しい。

３．勧められて新規契約又は事業者変更 ２１．１％
例）・高齢の母が携帯電話の操作方法を聞くためショップに行ったが、据置型Wi-Fiの勧誘を受けて契約してしまった。本人もよく理解しておらず、

丁寧な説明があったとは思えない。

１．勧められて新規契約又は事業者変更 ６１．５％
例）・高齢の母が電話勧誘を受けて光回線の業者を乗り換えたが、月々の支払額もはっきりせず、意図しないオプションもつけられているようだ。

・迷惑メール対策の相談のためにショップに訪問したところ、光回線を勧誘され乗り換えることになってしまった。

２．解約の条件・方法 ３４．３％
例）・長年契約していた光回線を解約しようとしたところ、違約金が生じた。そのような説明は聞いたことがない。

・使用していた光回線を解約したいが、電話で問い合わせてもつながらない。

３．通信料金の支払（心当たりのない請求等） １１．８％
例）・電話勧誘を受け事業者を変更したが、前の契約が解約されておらず、二重請求を受けた。勧誘時、「解約手続きはこちらで実施します」と聞いた。

FTTH

MNO

①代理店による不適正な勧誘（例：不要なオプションの契約、利用実態に沿わないプランの提案、特に高齢者に対する不適正な勧誘）
②分かりづらい解約方法（例：解約方法が不明瞭、解約時の不明瞭な費用請求、通信契約時に契約したオプションの解約漏れ）
③FTTHの不適正な電話勧誘（例：不明瞭な説明、不要なオプションの契約、勧誘である旨や事業者名の不告知）
への対処が課題
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第１章 消費者への説明の充実
の在り方



オプション等の例 9

主たる電気通信役務の料金・機能に
関するもの

【移動・固定共通】
通話料割引／データ通信容量の増量／ルーター等接続機器の貸与

【主に移動系】
音声通話機能（MVNO）／ネットワークでのフィルタリング

【主に固定系】
IPv4アドレスの追加

主たる電気通信役務の付加的な機能 【移動・固定共通】
留守番電話／転送電話／SMS機能（主に MVNOに付随）

主たる電気通信役務の付随サービス

（通信系）

【移動・固定共通】 
公衆無線LAN／IP電話（移動系は主にMVNOに付随）

【主に移動系】
位置検索／リモートロック

【主に固定系】 
ホームページ容量追加

（コンテンツ・アプリ系） 【移動・固定共通】 
動画配信・音楽配信 ／モバイル機器用アプリ

（セキュリティ・サポート系）

【移動・固定共通】
遠隔サポート／セキュリティ確保サービス

【主に移動系】 
端末補償プログラム

【主に固定系】 
PCプロテクション／訪問サポート

（その他）
【主に移動系】

クレジットカード／保険
【主に固定系】 

総合生活サポート／ネット宅配サービス
主たる電気通信役務の付随商品 通信端末

＜電気通信事業者が媒介・提供しているオプション等の例＞

現行でも
説明義務あり

説明義務なし

主たる電気通信役務
とは別に解約手続が
必要な場合がある

付随サービス



苦情相談の例 10

セキュリティ
ソフト

動画配信
サービス

クレジット
カード

代理店で機種変更を行った後、たまたま書類を確認したら、セキュリティソフトが２つ契約さ
れていた。インストールの確認も金額や使用期間の確認もなかった。セキュリティソフト会社の
アカウントも勝手に作られているのも気がつかなかった。セキュリティソフトの場合も、スタッフか
ら説明を行い、説明を受けた旨の確認用紙を消費者からもらうことをキャリアに義務付けるべ
き。ショップに来店し手数料を払って手続をしたお客を騙すようなことをしてオプションを付けさ
せないで欲しい。

携帯電話の契約変更を行った際、サブスクの入会をしつこく勧められ、半ば強制的に入会さ
せられた。しばらくして、別のショップで料金の見直しをした際にサブスク会員が継続中である
ことが分かった。サブスク入会だけさせられて動画は観れない、自身で退会処理もできない、
ただ単にサブスク代で毎月数千円を吸い取られ続けていたことになる。

通信サービス

端末

母親（70歳代）が、機種変更のため一人で近くのショップに行ったところ、店員に二つ折り
で17万円もするスマートフォンと併せて3万円もするメモリー付き充電器とケースも買わされ
たことが分かった。ショップ側は見積書も提示したと言うが、母親の手元にはない。母親は使
い方をよく理解できておらず、端末の販売時には高齢者向けの端末等も勧めるなど、複数
の選択肢を含めて十分説明するようショップを指導してほしい。

＜Aさんの契約の例＞

機種変更のためにショップに行ったところ、新しいスマホにデータ移行してもらっている時間に
クレジットカードの勧誘を受けた。絶対に得をするということで申し込みをしたが、年会費が
発生することが分かった。申し込み時に聞いていた話と違うので、翌日にキャンセルした。機
種変更に行ったのに、こういう勧誘は止めてもらいたい。



解約についての説明①（契約前の説明義務） 11

＜施行規則＞
○契約時に契約の変更・解除の条件等を説明する必要がある。

（施行規則第22条の２の３第１項第８号）
・契約の変更・解除をできる期間の制限があるときはその内容
・契約の変更・解除に伴う違約金の定めがあるときはその内容
・契約の変更・解除の際に貸与した端末設備の返還等に要する経費を利用者が負担する

必要がある場合はその内容

○初期契約解除／確認措置に関する事項を説明する必要がある。
（施行規則第22条の２の３第１項第９号、第10号）

＜消費者保護ルールに関するガイドライン＞
○通信契約の解約後も端末の割賦代金が生じる場合、その旨を説明する必要がある。

（施行規則第22条の２の３第１項第８号関係）

■契約前の説明義務（法第26条、施行規則第22条の２の３）関係

11



解約についての説明②（契約後の情報提供）

＜電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン（抜粋）＞
説明義務による情報提供を補う観点から、契約前（契約時）だけでなく、契約直後の契約内容の

確認や利⽤中の継続的な情報提供も重要である。そのため、契約書⾯の交付後に必要に応じ確認の
電話をかけることや、電⼦メール（ＳＭＳを含む）での利⽤者への連絡が可能な場合は、デフォル
トで（利⽤者が不要としない限り）、請求額が確定した時に利⽤者に電⼦メール等での通知を⾏う
ことが適切である。
特に、利⽤者が認識しないまま電気通信役務等の契約が継続する「解約の誤認」や「解約忘れ」

が⽣じないようにすることは極めて重要である。電気通信役務の契約は継続的契約であり、また、
通信料⾦がサービスの対価である以上、電気通信事業者は、当然の責務として、契約期間中は常に
利⽤者に配意し、こうしたことが⽣じないよう適切に対処する必要がある。

具体的には、電気通信事業者等においては、契約時や解約時に丁寧な説明をすることに加え、
それぞれのサービス提供形態等を踏まえ、実施可能かつ効果的な措置を講ずることが望ましい。
（効果的と考えられる措置の例）
・ 利⽤者に対し、契約しているサービスの情報を定期的に通知すること。
・ 利⽤者の適切なプラン選択の⼀助となるよう、利⽤者の同意の下で、⼀定期間のデータ通信量等

の利⽤実績を通知するサービスを提供すること。
・ ⽇常的に利⽤されることが想定される電気通信サービスについて、⼀定期間利⽤がないときに

その旨を書⾯等により利⽤者に通知するサービスを利⽤者の同意の下で提供すること。
・ 電気通信サービスの解約時において、利⽤者が複数のサービスを契約している場合には全ての
サービスについて解約の意向を確認すること。

■契約後の情報提供（望ましい取組）

1212



解約に関する他法（消費者契約法）の規定 13

■消費者契約法

（事業者及び消費者の努力）
第三条 事業者は、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

一 消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容
が、その解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって平易なものに
なるよう配慮すること。

二 消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、物品、
権利、役務その他の消費者契約の目的となるものの性質に応じ、事業者が知ることができ
た個々の消費者の年齢、心身の状態、知識及び経験を総合的に考慮した上で、消費者の権
利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供すること。

三 民法（明治二十九年法律第八十九号）第五百四十八条の二第一項に規定する定型取引合
意に該当する消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者が同項に規定する
定型約款の内容を容易に知り得る状態に置く措置を講じているときを除き、消費者が同法
第五百四十八条の三第一項に規定する請求を行うために必要な情報を提供すること。

四 消費者の求めに応じて、消費者契約により定められた当該消費者が有する解除権の行使
に関して必要な情報を提供すること。【２０２３年１０月１日施行】

２ 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費
者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。

事業者の努力義務の射程は、従前は契約締結時までであったが、第４号の追加により、契
約締結後の契約からの離脱の場面等にまで射程が広げられた。



第２章 交渉力の低い消費者の保護



高齢者等に関する苦情相談の例 15

＜苦情相談事例（高齢者）＞
①実家の固定電話にかかってきた勧誘電話でよく分からないまま母が光回線を契約させられた。
電話口で「（契約している事業者名）」「無料」という言葉を何度か言われ、電話相手が
契約している事業者だと誤解したまま、本人の自覚なく契約。電話がかかってきた日が契約
日になっていた。電話回線の契約も契約していた事業者からすでに勝手に切り替わっている。
電話口での説明だけで高齢者が理解できるわけもなく、現在契約している事業者名を何度
か用い相手が誤解するようにして、勝手にどんどん進み契約まで完了するのは如何なものか。

②高齢（70歳代）の母がショップに操作方法を聞きに訪問したところ、据置型Wi-Fiの勧誘
を受けて、高額なルーターとともに契約した。本人もよく理解しておらず、契約書に自分の名
前が間違って記載されていたことも気づかなかったほどで、店員から丁寧な説明を受けて契約
したとは考えられない。

＜FTTH注２＞
利用動向での比率

＜FTTH＞
苦情相談での比率

62.7%（64.2％） 53.6％（55.3％）
17.5%（17.0％） 18.0％（17.8％）
14.1%（13.0％） 21.0％（19.9％）
5.7%（5.9％） 7.1％（6.7％）

＜携帯電話注２＞
利用動向での比率

＜MNO＞
苦情相談での比率

20代～50代 63.6%（63.4%） 50.1% (49.9%)
60代 14.9%（15.1%） 16.9% (15.5%)
70代 14.2％（14.3%） 21.8% (23.1%)

80代以上 7.3%（7.2%） 10.6% (10.7%)
注１：括弧内は2023年度の比率
注２：利用動向での比率（年代別）の比率は、総務省「令和６年通信利用動向調査」の結果に基づき算出

携帯電話における年代別の利用動向と苦情相談の比率（2024年度）（注１）

特に７０歳以上の高齢者について、利用者の
比率に比べて苦情相談の比率が高くなっている。

＜苦情・相談事例（法人契約）＞
個人事業主であるが、６年ほど前に法人契約の方が安いと携帯電話会社代理店から言われたため、夫と併
せて２台契約した。しかし、機種が古くなってきたので機種変更しようとショップへ赴いたところ、「法人契約なの
で３年契約の縛りがあり、今機種変更すると違約金がかかる」と言われた。それであれば個人契約への切り替
えか、解約したいと言うと、どちらにせよ同じく１台につき違約金22,000円がかかると言われた。



適合性の原則を踏まえた事業者（電気通信事業者協会（ＴＣＡ）会員企業）の取組 16

• 提供条件の説明内容に関する理解度を高めることを目的として、利用者の来店目的や利用用途を踏まえた最適
なサービス・商品の提案に努める。

• そのために、来店時のヒアリングを通じて、サービス内容が利用用途に合致していることを十分に理解しても
らえるよう、利用者の知識や経験に配慮した応対を行う。

• 応対にあたっては、例えば、ヒアリングのツールを用いた丁寧な説明、料金シミュレーションの 実施、多様
なコミュニケーション手段の活用、分かりやすい表現による案内等の手法を活用する。

• 高齢者・障がい者・青少年など、配慮が求められる利用者に対して、より一層丁寧な応対に努める。

• 平成27年の電気通信事業法の改正により「適合性の原則」が明文化されたこともふまえ、特に高齢者を主な対象
として、より丁寧で確実な応対に努める。

• 昨今の電気通信サービスの高度化・多様化・複雑化をふまえ、65歳以上の利用者を対象に、サービスの内容が十
分に理解されるよう、その知識や経験並びに契約目的等に配慮した説明（例えば、専用帳票を用いた説明、多様
なコミュニケーション方法、分かりやすい表現等）を行う。

• 配慮が求められる利用者（障がい者、青少年等）に対して、より一層丁寧な応対に努める。

• 平成28年５月21日から実施してきた応対への追加対応として、８０歳以上の利用者を対象に、その同意を得て、
ご家族への意向確認を行うなど、より丁寧な応対に努める。

■携帯電話サービスに関する高齢者等に対する応対について（平成28年５月19日）※同年５月21日実施

＜全MNO（NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル）の取組＞

■携帯電話サービスに関する高齢者等に対する追加応対について（平成30年７月30日）※同年８月１日実施

■利用者理解の向上のための取組みについて（令和７年９月１日）※同日実施



ご提案 契約内容の再確認

既存の取組 宣言 書面の再提示

TCAの取組の概要

出典：第64回消費者保護ルールの在り方に関する検討会（2025年３月27日開催）
資料１一般社団法人電気通信事業者協会ご提出資料

出典：一般社団法人電気通信事業者協会HP
https://www.tca.or.jp/information/pdf/mnoriyousharikaikoujou20250901.pdf

利用用途のヒアリング

※次のページを参照
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利用者用途のヒアリングにおける既存の取組

出典：第64回消費者保護ルールの在り方に関する検討会（2025年３月27日開催）資料１一般社団法人電気通信事業者協会ご提出資料
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ブロードバンドラベル（米国）の概要
○ ２０１５年オープンインターネット規則に基づき、ＦＣＣ消費者諮問委員会がブロードバンドラベル
に関する勧告※を策定し、２０１６年４月に公表。ブロードバンドラベルに基づく表示の実施は事業者
に義務づけられておらず、あくまでセーフハーバーとして機能する位置づけ。
※ 消費者がブロードバンドサービスの内容を容易に理解することができるよう、事業者に対して明確かつ理解しや
すい表示（食品の栄養成分表示に倣った表示）を行うことを求めるもの。固定ブロードバンド、モバイルブロード
バンドそれぞれについて、表示すべき項目及び具体的な表示のサンプルを示した。

○ インフラ投資雇用法において、同法の施行（２０２１年１１月）から１年以内に、ＦＣＣがブロード
バンドラベルに基づく表示を事業者に義務づける規制を公布することを規定。ＦＣＣは、２０２２年
３月、４月、５月の３回にわたる公聴会を経て、同年１１月にＦＣＣ規則の改正（ブロードバンドラ
ベル命令）を公布。その後、２０２３年７月、８月に見直しを実施。改正ＦＣＣ規則（ブロードバンド
ラベルのアップデートを含む）は、２０２４年４月（加入者数が１０万以下の事業者については同年１０
月）から適用。

○ 改正ＦＣＣ規則により、事業者に対して、通信料金（初期料金、初期料金の適用期間、初期料金適用期間終
了後の料金、契約期間）、その他の料金（端末に係るレンタル・割賦料金、オプション利用料金、違約金等）、
通信速度、データ容量等の重要な情報を記載したブロードバンドラベルを全ての販売チャネル（ウェブ
サイト、店舗、電話等）において表示（電話の場合は読み上げ）することを義務づけ。

○ 違反を発見した消費者は、ＦＣＣ消費者苦情センターへの申し立てが可能。
〇 ２０２５年１１月、ＦＣＣは事業者の負担軽減のため、一部の要件（例：電話での販売時のブロードバン

ドラベルの読み上げ、利用者ポータルにおける累次のブロードバンドラベルの表示、機械判読性のあるフォーマット
によるウェブサイトでの表示）の撤廃を提案し、意見募集を実施（現在、結果の取りまとめ中）。

宣伝・広告に近接した形でブロードバンド
ラベル（ウェブリンクではなくそのもの）
を表示することを事業者に求めることで、
消費者が契約時にブロードバンドラベルの
内容を目にすることができるようにする。

目立つ表示
消費者がオンラインのアカウント
ポータルを通じて自らの契約につ
いてのブロードバンドラベルに容
易にアクセスすることができるよ
うにすることをＩＳＰに求める。

消費者向けのサービスの比較ツール
を作成するためのデータ収集・集計
を容易にするため、機械判読ができ
る形でブロードバンドラベルの情報
を作成することを事業者に求める。

アカウントポータル 機械判読性
改正ＦＣＣ規則（ブロードバンドラベル命令）の特徴（2025年11月の意見募集前）
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ブロードバンドラベル（米国）のテンプレート
固定ブロードバンド モバイルブロードバンド通信料金（月額）

 初期料金
 初期料金の適用期間
 初期料金の適用期間終了後の料金
 契約期間

その他の料金（月額）
 端末に係るレンタル・割賦料金
 オプションサービスに係る料金
 導入費用・手数料
 契約期間内の解約に係る違約金
 税金
※ 事業者の負担よりも消費者の利益を

優先し、その他の料金についても網
羅的な記載が行われることとなった。

通信速度

通信容量（月次）

バンドルにより
適用される割引プラン

【ウェブリンク】

適用されるポリシー
【ウェブリンク】

カスタマーサポート
【アクセス先】

20



契約サマリー（欧州）の概要

○ 欧州電子通信コード（ＥＥＣＣ：European Electronic Communications Code）指令（２０１８年
１２月）においては、消費者の権利を充足するための取組として、事業者に対して契約に関する情報
提供義務を課している（同指令第１０２条）。 具体的には、契約を締結する前に、事業者から消費者
に対して、明確かつ理解しやすい内容の「契約サマリー」を提供することが義務づけられている。

○ 「契約サマリー」には、少なくとも以下（契約における不可欠な要素）について記載する必要がある。
① 事業者の名称・住所・連絡先（苦情相談に係る連絡先が別にある場合には当該連絡先も含む）

     ② サービスの特徴
     ③ 支払額（初期費用、毎月発生する各料金）
     ④ 契約期間、契約更新・終了の条件
     ⑤ 障害者に対するサービス・製品の設計上の考慮
     ⑥ インターネットアクセスサービスに関する必要な情報（広告表示されている上り・下りの最大・最低速

度に関する明確かつ理解しやすい説明、広告表示の内容と実際のサービスの質との差異が継続的に発生する場合
の救済手段に関する明確かつ理解しやすい説明）

○ その上で、欧州委員会は、２０１９年１２月２１日までに、欧州電子通信規制者機関（ＢＥＲＥＣ：
Body of European Regulators for Electronic Communications）との協議を経た上で、「契約サマ
リー」のテンプレートを特定した実施規則を採択することが求められており、２０１９年１２月１７
日にこの実施規則を採択している。同実施規則は２０２０年１２月２１日から適用されている。
※ ＥＥＣＣ及び同実施規則については、最終的にＥＵ加盟国の国内法令において実装されるものであり、加盟国ご

とに対応に差異が生じることとなる。
○ なお、「契約サマリー」は、消費者が契約を締結する前にその契約の内容をチェックし、また、契約
を締結した後にその契約の内容を参照するに当たっての最も重要な条件について記録したものである
一方で、「契約サマリー」を受領するタイミングが契約手続の最終段階となることが一般的であるた
め、事業者が提供する他のプランとの比較の用途にはそぐわない旨がＢＥＲＥＣから指摘されている。
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契約サマリー（欧州）のテンプレート

サービス（・機器）の特徴

事業者の名称、連絡先（苦情相談
に係る連絡先を含む）

インターネットアクセスサービスの
速度、救済手段

支払額
（初期費用、毎月発生する各料金）

契約期間、
契約の更新・終了の条件

障害者に対する
サービス・製品の設計上の考慮

サービスの名称
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第３章 法令遵守の確保
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FTTHに関する苦情相談件数の推移

 FTTHに関する苦情相談をチャネル別に分析すると、件数・割合ともに電話勧誘が多い状況。
 電話勧誘における説明書面を用いた提供条件説明を義務化した２０２２年７月以降、一時的に件

数が減少したものの、現在は概ね義務化以前の数値と変わらない状況が見受けられる。

※苦情相談全体の1/3を抽出して分析

電話勧誘における
説明書面を用いた

提供条件説明の義務化
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報告徴収
等 行政指導 業務改善

命令等 罰則

違反が確認
された場合

改善が見ら
れない場合

命令に従わ
ない場合

200万円以下の
罰金

各消費者保護ルールの担保措置 25

○ 各消費者保護ルールに違反した電気通信事業者・販売代理店（媒介等業務受託者）に対しては、
原則として、
・ 必要に応じて報告徴収（電気通信事業法第166条第１項）等を行い、
・ 違反行為が確認された場合には、行政指導により改善を促した上で、
・ なお改善が見られない場合は、業務改善命令等（同法第29条第２項第１号又は第73条の４第１号）

による是正
を行っている。

※業務改善命令に違反したときは、200万円以下の罰金（同法第186条第３号）
その他、書面交付義務違反（同法第26条の２第１項）については、直罰（30万円以下の罰金）の規定
がある（同法第188条第５号）。

■消費者保護ルール違反の事案が発生した場合の対応

■執行のイメージ



文書による行政指導を行った主な事案（2023年４月～2024年3月)

○ 総務省では電気通信消費者相談センター、各総合通信局等や全国の消費生活センターに寄せられた苦情相談を踏ま
え、随時調査（※1）を実施し、電気通信事業者等の利用者保護規律への違反に対し行政指導等を実施。

○ 2023年４月から2024年3月までに電気通信事業法の利用者保護規律への違反に係る文書による行政指導を行った事
案は３件（※2）。随時調査を踏まえ電気通信事業者等が随時改善等の対応を行っている。

※１：随時調査とは、利用者保護規律への違反を是正すること及び個別の事業者の業務の適正性を確保することを目的とし、収集した疑い事案のうち個別に調査するこ
とが適当と考えられる事案について総務省が調査を行うこと及びその調査の結果に基づき措置を執ることをいう（電気通信事業の利用者保護規律に関する監督の基
本方針（R7.10.31改訂））。

※２：一つの事案で電気通信事業者及びその販売代理店に行政指導を行った場合でも、これらをまとめて１件と計上している。

事案 概要
イッツ・コミュニケーションズ株
式会社、株式会社ティーラ及
び株式会社ジェー・エヌ・エス
に対する行政指導
（令和５年12月22日）

イッツ・コミュニケーションズ株式会社（以下「イッツコム」という。）が消費者向けに提供する電気通信サービスに関し、同社の媒
介等業務受託者である株式会社ティーラ（以下「ティーラ」という。）及び株式会社ジェー・エヌ・エス（以下「JNS」という。）の
勧誘において、不適切な行為があったとの苦情相談が総務省に寄せられたことを受け、三社に事実確認を行ったところ、
・ティーラ ：電気通信事業法（以下「法」という。）に規定する事実不告知の禁止及び自己の名称又は勧誘である旨を告

げずに勧誘する行為の禁止への違反
・JNS ：法に規定する不実告知の禁止及び自己の名称又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止への違反
・イッツコム：法に規定する媒介等業務受託者に対する指導義務への違反
がそれぞれ認められたため、同法の遵守を徹底すること等について、これら三社に対して指導を行った。

株式会社ワイヤレスゲートへ
の行政指導
（令和５年12月22日）

株式会社ワイヤレスゲートが消費者向けに提供する電気通信サービスに関し、法第172条に基づく意見申出書が提出されたこ
とを受け、同社に事実確認を行ったところ、電気通信事業法施行規則に規定する更新時の説明義務に違反していることが認
められたため、同施行規則の遵守を徹底すること等について、指導を行った。

株式会社トップへの行政指
導
（令和５年12月22日）

株式会社トップが法人向けに提供する電気通信サービスに関し、法第172条に基づく意見申出書が提出されたことを受け、同
社に事実確認を行ったところ、法に規定する不実告知の禁止への違反が認められたため、同法の遵守を徹底すること等につい
て、指導を行った。

電気通信事業者等によって取られた対応の主な内容
・○代理店における不適切な営業活動が行われていた場合に、代理店との契約を電気通信事業者が解除。

○代理店の届出内容に変更があったにもかかわらず変更届出が出されていなかったこと等が確認された場合に、変更届出の提出を電気通信
事業者が指示。

○カスタマーセンターにおいて誤案内等がされた場合に、再発防止策を策定。

行政指導等の実施状況 26



媒介等業務受託者に対する指導等の措置（法第27条の４）① 27

媒介等業務受託者に対する指導（電気通信事業法第27条の４）

○ 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理（以下「媒介
等」という。）の業務又はこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、
当該委託を受けた者（その者から委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者を含む。以下
「媒介等業務受託者」という。）に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確
保するために必要な措置を講じなければならないとされている。

キャリアショップ等
の販売代理店

付随する業務の例：
勧誘行為

※二次以下の代理店でも同様に電気通信事業者が指導等の措置を講じる必要がある。



媒介等業務受託者に対する指導等の措置（法第27条の４）② 28

１ 媒介等業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に当該媒介等業務が委託されるための措置
２ 媒介等業務の実施の状況を監督する責任者の選任
３ 媒介等業務の手順等に関する文書の作成、媒介等業務受託者及びその媒介等業務の従事者に対し、媒介等
業務に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置

４ 媒介等業務受託者の届出を行ったことを確認し、当該規定を遵守させるための措置
５ 媒介等業務受託者における媒介等業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、当該媒
介等業務受託者が当該媒介等業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、媒介等業務受
託者に対する必要かつ適切な監督等が行われるための措置

６ 媒介等業務に係る利用者からの苦情が適切かつ迅速に処理されるために必要な措置
７ 媒介等業務受託者が媒介等業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、当該媒介等業務受託
者による当該媒介等業務の中止、他の適切な媒介等業務受託者への当該媒介等業務の速やかな委託その他当
該媒介等業務の委託に関する契約が変更され、又は当該契約が解除される等、媒介等業務が適正かつ確実に
遂行されることを確保するための措置

８ 通信料金と端末料金の完全分離・行き過ぎた囲い込みの禁止に関する規定を遵守するために必要な措置
９ 各措置の適正かつ確実な実施のため電気通信事業者が媒介等業務の委託状況を把握するための措置

■電気通信事業者が講じなければならない措置の例（施行規則第22条の２の18第１項）

総務大臣

受託者情報
（名称・住所等、受託者を特定するために
必要な情報、代表者の名称等（法人の場合））

電気通信事業者 報告

手順書には勧誘手段の適正化や独自オプションの内容の明確化等に
ついて記載することが求められている（ガイドライン第７章）

媒介等業務が適切に行われない場合であって、
利用者に重大な影響が及ぶおそれがあるとき

■総務大臣への報告義務（施行規則第22条の２の18第２項）



販売代理店の業務適正化に向けたこれまでの取組 29

R3.4.26 競争ルールの検証に関するWG（第17回）／消費者保護ルールの在り方に関する検討会（第29回）合同会合
①複数の販売代理店運営法人に対してインタビュー調査を実施/②キャリアショップ店員に対してアンケート調査を実施
⇒代理店における不適切な販売が判明
※楽天モバイルについては、代理店ビジネスの拡大期にあることから、現時点ではインタビュー調査は行わず、アンケート調査のみ実施。

R3.5.25 販売代理店の業務の適正性確保に向けた指導等の措置の実施に係る要請
MNO３社に対して、販売代理店において上記調査で判明した不適切な販売が行われないよう、指導等の措置を改めて徹底するように要請を
行うとともに、全携協に対して、加盟各社への周知等を行うように要請を行った。

R3.9.10 「消費者保護ルールの在り方に関する検討会報告書2021」の公表
以下の報告を行った。
• MNOと販売代理店の委託契約の内容（委託手数料の評価指標等）が適正かつ合理的でなく法令違反を助長し得るような形で設定されて

いる場合には、業務改善命令の対象となり得る旨をガイドライン等において明確化すること
• 通報窓口の設置や実地調査等を通じ、継続的なモニタリングを実施すること 等

R4.7.12 「消費者保護ルールの在り方に関する検討会報告書2021」を踏まえた取組に関する提言
報告書2021を踏まえた取組にもかかわらず、依然として不適切な行為が行われていることから、更なる取組を進める事項として以下の整理
を行った。
• MNOにおいては、販売代理店が適合性の原則に則って契約を締結することが十分に促される仕組みにすべき
• MNOにおいて目標値を設定する場合、目標値の適正性・合理性について販売代理店の十分な納得を得るプロセスが形式的なものになら

ないようにすべき
• 総務省においては、過大な目標値により適合性の原則に違反した行為が助長される場合は、電気通信事業法第29条第１号第12号に基づ

く業務改善命令の対象となり得る旨をガイドラインに明確化すべき
• 出張販売を行う場合、MNOにおいては、販売代理店に対して適切な支援を行うべき。販売代理店においても、適合性の原則に違反する

営業が行われないよう、丁寧な営業を行うべき

R４.８.１ 販売代理店の業務の適正性確保に向けた指導等の措置の実施及び苦情相談の処理における体制の強化に向け
た取組に係る要請
提言の内容を踏まえ、MNO4社に対して、販売代理店の業務の適切かつ各自な遂行を確保するために講じている措置について、見直しや強化
を図るとともに、販売代理店が適合性の原則に則って契約を締結することが十分に促される仕組みにするなど、必要な措置を講じるよう要請
を行うとともに、全携協に対して、加盟各社への対応等を行うように要請を行った。



電気通信サービスの提供に当たっては、電気通信事業者が販売代理店と契約し、利⽤者の募集
や契約事務等を委託するケースが⼀般的に⾒られる。 販売⽬標の設定を通じて電気通信事業者
が特定の商品・サービスの販売促進を⾏うこと⾃体は、営業活動として⼀般的には許容されるも
のである。

しかし、販売⼿数料が販売⽬標の達成度により増減する場合、その評価指標等が適正かつ合理
的でない形で設定されてしまうと、販売代理店が消費者保護ルールの順守よりも販売⽬標の達成
を優先し、結果として利⽤者利益が阻害されるといった事態が⽣ずるおそれがある。

したがって、電気通信事業者が設定する評価指標等が、「適合性の原則」をはじめとする消費
者保護ルール違反を助⻑する可能性がある場合は、適正かつ合理的な理由がない限り、法第 29 
条第１項第 12 号に該当するものとして業務改善命令の対象となり得る。

（例１）⾼額プランの獲得率を評価する指標⼜はその獲得の有無で評価が⼤きく変動する指標
（省略）

（例２）達成すべき⽬標値が過度に⾼い指標
（省略）

現行のガイドライン 30

＜消費者保護ルールに関するガイドライン（抜粋）＞
第9章その他業務改善命令の対象となる事業運営

第２節 業務改善命令の対象となる事業運営の例（電気通信事業者とその販売代理店との間の委託契約）



第４章  DXの進展を踏まえた対応
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電子交付の優先勧奨
第２章 契約前の説明義務（法第26条（法第73条の３において準用する場合を含む。））関係
第３節 説明方法（施行規則第22条の２の３第３項（施行規則第40条第１項において準用する場合を含む。））
（３）代替的な説明方法（電磁的方法等）
（略）
また、例えば、利用者がウェブページにおいて基本説明事項の一部を確認し、その後、店頭に赴いて

残余の基本説明事項の説明を受けたうえで契約を行う場合など、利用者の希望に基づき、口頭での説明
と代替措置を併用する形で説明を行うことは許容される。この場合において、利用者からウェブページ
において確認した事項について、再度店頭での説明を求められた場合には、適切に対応することが求め
られる。

第３章 書面交付義務（法第26条の２）関係
第５節 情報通信の技術を利用する方法（電子交付方法）
（１）利用者の明示的な承諾の取得（法第26条の２第２項、施行令第２条第１項、施行規則第22条の２の５第２項及
び第22条の２の５の２）
（略）
利用者に対して、電子交付を優先的に勧奨することは許容される。その際、利用者の明示的な承諾を

得るに当たり、書面による交付も可能である旨を適切に説明することが求められるほか、契約書の閲
覧・ダウンロード可能な期間を一定設けることや、契約後に書面による契約書の発行を求められた際に
は適切に対応すること等により、消費者トラブルを防止する措置を講じることが求められる。
（略）
【望ましい例】
（略）
・ 電子交付を優先勧奨する場合、契約期間中、契約書を閲覧・ダウンロード可能な状態とすること、ま
た、追加的に書面にて契約書を求められた際にはこれに適切に対応すること。
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最終確認画面
第２章 契約前の説明義務（法第26条（法第73条の３において準用する場合を含む。））関係
第３節 説明方法（施行規則第22条の２の３第３項（施行規則第40条第１項において準用する場合を含む。））
（３）代替的な説明方法（電磁的方法等）

② ウェブページに掲載する方法（第２号又は第３号）
（略）

なお、消費者が当該説明事項等を読むことなく、次のリンク先のウェブページに飛んでしまうことの
ないよう、画面をスクロールすることにより、説明事項等を一通り読んだ上で次のリンク先のウェブ
ページに飛ぶこととなるよう、リンク先表示のための文字列を当該ウェブページの一番最後に表示する
こと、平易かつ簡潔な表現による説明を行うなどの工夫を行うことが求められる。また、ウェブページ
からの契約申込みを受付ける場合には、誤操作による申込みや適切な理解のないまま契約することを防
止するため、利用者が申込み内容の最終確認を行うことができる画面（最終確認画面）を設ける等の工
夫を行うことが求められる。
（略）
【望ましい例】
・ ウェブページからの契約の申込みを受付ける場合、最終確認画面を設け、当該画面において基本説明
事項のうち特に苦情につながりやすい料金、通信品質や利用制限、初期契約解除を含む解除条件、苦情
相談の受付窓口等を分かりやすく再度表示すること。
（略）
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ダークパターン
第２章 契約前の説明義務（法第26条（法第73条の３において準用する場合を含む。））関係
第３節 説明方法（施行規則第22条の２の３第３項（施行規則第40条第１項において準用する場合を含む。））
（３）代替的な説明方法（電磁的方法等）

② ウェブページに掲載する方法（第２号又は第３号）
（略）
また、利用者がウェブページで基本的説明事項の確認やプラン選択を行う場合には、視覚効果やウェ

ブページのデザイン等が、人々の判断を誤らせ、また、行動を操作する、いわゆるダークパターンとな
らないよう留意することが求められる。
（略）
【不適切な例】
・ ウェブページでの基本説明事項の表示や料金プラン・サービス選択において、以下のような取組を行
うこと。

-利用者の利用実態や意思の確認なく、あらかじめ特定の料金プランや有料オプションに申込みを行う
よう既定（デフォルト）の設定とすること。

-割引や特典の適用条件などの重要な情報を割引額等に比して視覚的に不明瞭に表示すること。
-利用者の利用実態や意思と関係なく、高額なプランや製品が、他のプラン等に比して著しく視覚的に

目立つように表示すること。
-オンラインで料金プラン等の確認をするだけにもかかわらず、利用者にアカウント登録を強制するこ

と、また、登録が必要と誤認を与えること。
-他の利用者の料金プラン等の選択状況等について、誤認を招く又は虚偽の情報を用いて表示すること。



現行のガイドライン（DX） 35

ナッジを活用した適切なプラン選択の推進
第２章 契約前の説明義務（法第26条（法第73条の３において準用する場合を含む。））関係
第８節 契約後の情報提供
（略）

具体的には、電気通信事業者等においては、契約時や解約時に丁寧な説明をすることに加え、それ
ぞれのサービス提供形態等を踏まえ、実施可能かつ効果的な措置を講ずることが望ましい。

（効果的と考えられる措置の例）
（略）
・ 利用者の適切なプラン選択の一助となるよう、一定期間のデータ通信量等の利用実績を通知するサー
ビスを利用者の同意の下で提供すること。

（略）

オンライン専用プランの苦情処理
第５章 苦情等の処理（法第27条）関係
第２節 苦情等の処理の方法
（略）
【不適切な例】
（略）
・ 苦情及び問合せに対する対応窓口をオンラインに限定しているサービスについて、利用者からの単純
な問合せを超えた苦情等についてもオンラインチャットによる対応に終始すること等により、実質的な
解決を図らない。
（略）



ダークパターンとは（※消費者庁資料引用） 36

出典：消費者庁第３回デジタル取引・特定商取引法等検討会（2026年３月16日開催）（資料）説明資料
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出典：消費者庁第３回デジタル取引・特定商取引法等検討会（2026年３月16日開催）（資料）説明資料
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出典：消費者庁第３回デジタル取引・特定商取引法等検討会（2026年３月16日開催）（資料）説明資料



ダークパターンとは（※消費者庁資料引用） 39

出典：消費者庁第３回デジタル取引・特定商取引法等検討会（2026年３月16日開催）（資料）説明資料



第５章 その他（制度の再検討：確
認措置／初期契約解除）
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 初期契約解除対象として指定されている移動電気通信役務のうち、電波状況又は説明義務
等の法令等の遵守状況が不十分である場合に、端末等の関連契約も含めて契約を解除する
ことができる措置

 利用者の利益が保護されているとして総務大臣の認定を受けた役務について、初期契約解
除に代えて適用される。

① サービス提供開始日から８日間、利用場所状況
（電波状況）及び法令等の遵守状況の確認が可能

② 確認した利用場所状況について十分でないときは、関
連契約※を解除可能

      ※ 電気通信役務の契約、付随する有償継続役務の契約、及
び端末の契約等。

③ 事業者があらかじめ定めた基準に遵守状況が
適合しないとき※は、利用者が関連契約を解除可能

※ 事業者による説明等が不十分な場合を想定

④ 上記②・③の解除に伴い、利用者が支払うべき金額が、
サービス提供の対価に法定利率による遅延損害金を加
えた額※を超えない

 ※ 初期契約解除と異なり事務手数料の負担は不要。

⑤ 提供条件の説明（説明義務）により、確認措置に関す
る事項を説明

確認措置
以下の全ての要件を満たす措置 指定された対象サービスであっても、

初期契約解除が適用されない場合

利用場所状況や遵守状況についての「確認措置」を講じて
いる役務であって、利用者利益が保護されているものとし
て総務大臣が認定する電気通信役務の契約を締結した場合

認定制度の運用
①利用者利益保護の観点から、店舗販売・通信販売につ
いて認定。
②利用者利益の保護に支障がある場合等は認定取消し可。

確認措置以外で初期契約解除を適用除外する場合：

１）書面交付義務の適用がない場合
（法人契約、自動締結契約、軽微変更のみの契約等の場合）

２）利用者申出による利用者に不利でない変更契約の場合
３）変更契約又は契約の更新の場合で、料金等以外の事項に変

更があったとき



初期契約解除 確認措置 通常の契約解除

申請が可能な
期間

契約書面の受領※から８日を経過するまでの間
※移動通信サービスの場合は、契約書面の受領／役務

の提供開始のいずれか遅い方

役務の提供開始から８日以上の期間（各事業
者が総務大臣の認定を受けた確認措置の中で
規定。通常は8日間。）

いつでも可能

適用の条件 無し
役務の利用場所状況（電波の状況）が十分で
ない場合／法令等の遵守状況が各事業者が定
めた基準（総務大臣の認定を受けた確認措置
の中で定めた基準）に適合しない場合

無し

解除の対象

通信サービスの契約※

※PHS、期間拘束のないMVNOの無線インターネット
専用サービス、プリペイドの移動体通信サービス、
公衆無線LAN、DSLサービス、FWAサービス、その
他のISPサービス、IP電話、加入電話・ISDNを除く。

• 移動体通信サービス（MNOサービス、MVNO
サービス（期間拘束のない無線インターネット専
用サービスを除く）※プリペイド除く）の契約

• 一部のオプションサービスの契約
• 移動端末設備の売買契約

通信サービスの契約

違約金の有無 無し 無し
有り【上限：月額料金※】

※大手携帯会社等が提供する主な移
動体通信サービスについては月額
料金と1,000円のいずれか低い方

その他費用の
発生

契約解除までに発生した以下の費用（法定利率
による遅延損害金の額を加算可能）
契約解除までに提供された主たる通信サービ

ス及び一部のオプションサービスの対価
MVNOサービスの利用に係るSIMカードの料

金等
工事に通常要する費用（固定系サービスが対

象）
契約締結に通常要する費用（事務手数料）

【上限3,000円】
番号ポータビリティに係る費用【上限1,000

円】

契約解除までに発生した以下の費用（法定利
率による遅延損害金の額を加算可能）
契約解除までに提供された主たる通信サー

ビス及び一部のオプションサービスの対価
返還されない移動端末設備の販売価格相当

額

発生する全ての費用

初期契約解除制度と確認措置制度の比較 42



確認措置の認定を受けた役務 43

電気通信事業者の
氏名又は名称

電気通信役務の名称（サービス名） 電気通信役務の内容（※１） 認定年月日

MNO
１ （株）NTTドコモ • 5Gサービス（ahamoを含む）

• Xiサービス
携帯電話端末サービス
及び
無線インターネット専用サービス

平成28年5月20日

２ KDDI（株） • au(LTE)通信サービス契約
• au(5G)通信サービス契約
• UQ mobile通信サービスII契約

携帯電話端末サービス
及び
無線インターネット専用サービス

３ 沖縄セルラー電話
（株）

• KDDI（株）と同様 KDDI（株）と同様

４ ソフトバンク
（株）

• ソフトバンク4G通信サービス
• 5G通信サービス
• ワイモバイル通信サービス（※2）
• LINEMO通信サービス

携帯電話端末サービス

• ソフトバンク4G通信サービス
• 5G通信サービス
• ソフトバンクモバイル(E)
• データ通信サービス
• ワイモバイル通信サービス（※2）

無線インターネット専用サービス

５ UQコミュニケー
ションズ（株）

• UQ通信サービス契約 無線インターネット専用サービス 令和7年8月26日

※1 法人契約その他の電気通信事業法施行規則第22条の2の7第1項第1号から第4号までに掲げる契約により提供されるもの、プリペイ
ドサービス及び特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売又は同条第3項に規定する電話勧誘販売を行うものを除きます。
※2 PHSサービスを除きます。
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